
 

 

令和元年 9 月 13 日 

 

 

NACCS利用料金ご担当者 様 

 

 

 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社  

 

 

 

消費税率改定に伴う NACCS 利用料金の請求について 

 

 

 

平素より当社の業務に対し、格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

さて、令和元年 10 月からの消費税率改定に伴い、NACCS 利用料金につきま

しても消費税率を変更致します。つきましては、令和元年 10 月ご利用分の

NACCS 利用料金から変更後の消費税率に基づきご請求申し上げます事をお知

らせ致します。 

 本件について不明点等ございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経理部経理第１課  

TEL：044-520-6241 FAX：044-520-6247 

E-mail：keiri1@naccs.jp 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 

〒212-0013 川崎市幸区堀川町 580 番地 

           ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ西館 8 階 



 

● 消費税率の適用の仕方 

消費税額は、請求対象月に適用される消費税率で算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

※ NACCS通信回線をご利用でないお客様からは「回線使用料」をいただいておりません。 

 

● 請求書に関する FAQ 

 

9 月分請求 

（10 月上旬請求書発行） 

10 月分請求 

（11 月上旬請求書発行） 

11 月分請求 

（12 月上旬請求書発行） 

9月分 

8％ 

10月分 

10％ 

11月分 

10％ 
9月分 10月分 11月分 

9月分 10月分 11月分 

8 月分 9 月分 8％ 10 月分 

料金種別 請求対象月 

基本料金 前月分 

管理統計資料料金 前月分 

従量料金 前月分 

回線使用料料金 前々月分 

番号 質問 回答 

Q1 “基本料金、管理統計資料料金、従量料金”と”回線使用料

料金”を別々の請求書にすることは可能ですか。 

料金種別ごとに請求書を発行することはできません。 

従来どおり、ひとつの請求書に各料金を記載して発行致します。 

Q2 請求書は、8％の税率が適用される部分と 10％の税率が適用

される部分が区別して記載されますか。 

 

区分して記載されません。 

税抜合計額、消費税額、税込額、延滞金、請求額合計は、新税率を

適用する部分と旧税率を適用する部分を合算した額が記載されま

す。 

Q3 回線使用料料金に係る請求対象月は、請求書上部の＜○月分

＞とは違うのですか。 

異なります。 

請求書上部に記載される＜○月分＞は、基本料金、管理統計資料料

金、従量料金に係る請求対象月を表しています。 

回線使用料料金に係る請求対象月は、合計欄及び内訳欄に 

“回線使用料料金[△月分]”と記載されます。 

Q4 消費税額計算の際の端数処理はどうなっていますか。 新税率を適用する部分と旧税率を適用する部分のそれぞれで消費税

額を計算して小数点以下切捨てを行い、その額を合算します。 



 

 

新税率（10%）を適用する部分と

旧税率（8%）を適用する部分を

合算した額が記載されます。 

新税率(10%)を適用

する部分です。 

旧税率(8%)を適用

する部分です。 


